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日本からマカオ向けに輸出される牛肉の輸出再開について 
 
 平成２２年４月２０日、我が国において口蹄疫の疑似患畜が確認されたことから、

我が国から輸出される偶蹄類動物及びその肉等の輸出検疫証明書の発行を一時停

止し、マカオ当局に牛肉の輸出の可能性について照会していたところです。 

今般、マカオ当局から、牛肉の由来となる飼養農場及び食肉処理を行った対マカ

オ輸出牛肉処理施設が、移動制限区域及び搬出制限区域外に位置している牛肉につ

いては、従来どおり、輸入を許可する旨連絡がありました。 

 ついては、マカオ向け牛肉の輸出検査申請があった場合には、従来どおり、認定

施設を管轄する地方自治体から発行された食肉衛生証明書の添付を確認のうえ、別

紙による家畜伝染病予防法施行規則別記様式第３０号の２による輸出検疫証明書

を発行するようお願いします。 

  



Ｎａｍｅ （Ｉｎ ｃａｓｅ ｏｆ ｊｕｒｉｄｉｃａｌ ｐｅｒｓｏｎ，ｓｔａｔｅ ｉｔｓ ｔｉｔｌｅ ａｎｄ ｎａｍｅ ｏｆ ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ）

 

　氏　　名 印    
（ Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ ） （ Ｓｅａｌ ） 

輸　出　検　疫　証　明　書

Ｉｔ ｉｓ ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ ｔｈａｔ ｔｈｅｒｅ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｎｏ ｏｕｔｂｒｅａｋ ｏｆ Ｒｉｎｄｅｒｐｅｓｔ ｓｉｎｃｅ １９２５，Ｃｏｎｔａｇｉｏｕｓ
Ｐｌｅｕｒｏ－Ｐｎｅｕｍｏｎｉａ　ｏｆ Ｃａｔｔｌｅ ｓｉｎｃｅ １９４２ ｉｎ Ｊａｐａｎ．

Ｗｅｉｇｈｔ， Ｎｏｓ， ｏｆ ｐａｃｋａｇｅ ｏｒ ｃｏｎｔａｉｎｅｒｓ

日 本 国 農 林 水 産 省

物 品 の 種 類
Ｋｉｎｄ ｏｆ ａｒｔｉｃｌｅ

重 量 、 個 数 又 は こ う り 数

氏名（法人にあつては、その名称及び代表者の氏名）

ＥＸＰＯＲＴ   ＱＵＡＲＡＮＴＩＮＥ   ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥ

Ａｎｉｍａｌ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ

 Ｎａｍｅ ａｎｄ ａｄｄｒｅｓｓ ｏｆ ｃｏｎｓｉｇｎｅｅ

Ｒｅｍａｒｋｓ

Ｄａｔｅ ＆ ｐｌａｃｅ ｏｆ ｓｈｉｐｍｅｎｔ

検 査 実 施 年 月 日 及 び そ の 状 況

Ｍｉｎｉｓｔｒｙ  ｏｆ  Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ， Ｆｏｒｅｓｔｒｙ  ａｎｄ  Ｆｉｓｈｅｒｉｅｓ，  Ｊａｐａｎｅｓｅ  Ｇｏｖｅrｎｍｅｎｔ

申請者住所
Address ｏｆ ａｐｐｌｉｃａｎｔ

検疫証明書番号
Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ ＮＯ．

Ｎａｍｅ ｏｆ ｓｈｉｐ ｏｒ ｆｌｉｇｈｔ

容 器 包 装 の 種 類
Ｋｉｎｄ ｏｆ ｃｏｎｔａｉｎｅｒ ｏｒ ｐａｃｋａｇｅ

と う 載 地 及 び と う 載 年 月 日

荷 送 人 住 所 氏 名
Ｎａｍｅ ａｎｄ ａｄｄｒｅｓｓ ｏｆ ｃｏｎｓｉｇｎｏｒ

商 標

　Ａｎｉｍａｌ Ｑｕａｒａｎｔｉｎｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ

家 畜 防 疫 官

　 下記は、家畜伝染病予防法の規定に基く検査の結果、家畜の伝染疾病の病原体をひろげるおそれがない
ことを証明する。

備 考

荷 受 人 住 所 氏 名

農林水産省動物検疫所

と う 載 船 舶 （ 航 空 機 ） 名

Ｄａｔｅ ＆ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ ｏｆ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ

発行年月日
Ｄａｔｅ ｏｆ ｉｓｓｕｅ

　　　Ｔｈｉｓ ｉｓ ｔｏ ｃｅｒｔｉｆｙ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｕｎｄｅｒｍｅｎｔｉｏｎｅｄ ａｒｔｉｃｌｅｓ ａｒｅ ｆｒｅｅ ｆｒｏｍ ａｎｙ ｅｖｉｄｅｎｃｅ ｏｆ ｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｎｇ ｃａｕｓａｔｉｖｅ ａｇｅｎｔ ｏｆ ａｎｙ ａｎｉｍａｌ
 ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ ｄｉｓｅａｓｅ ｉｎ ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅ ｏｆ ｔｈｅ ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ ｒｅｆｅｒｒｅｄ ｔｏ ｔｈｅ Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ａｎｉｍａｌ Ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ Ｄｉｓｅａｓｅｓ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｌａｗ．

Ｔｒａｄｅ Ｍａｒｋ

（別紙）
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